
群馬県立県民健康科学大学公的研究費執行要領 
 

（目的） 
第１条 この要領は、群馬県立県民健康科学大学における公的研究費の適正な取扱いに関

する規程等に基づき、教職員等による公的研究費の適正な執行を図るため、必要な事項を

定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 公的研究費 特定の研究を遂行する目的で公的資金を財源として国又は国が所管す

る独立行政法人等（以下「資金配分機関」という。）から配分される競争的資金を中心

とした公募型の研究資金で、群馬県立県民健康科学大学（以下「本学」という。）の責

任において管理すべき経費 

二 研究者 特定の研究における代表者・分担者のいかんを問わず、公的研究費の交付を

受けた本学所属の教員等 

 
（研究費執行の原則） 
第３条 特定の研究遂行のため公的研究費の交付を受け当該研究を行う研究者は、当該研

究費の趣旨を理解し、採択課題の発展のためその執行に当たっては計画的・効率的に行う

ものとする。 
 
（支出の原則） 
第４条 公的研究費の経理は、事務局長が所掌するものとする。 
２ 公的研究費の支出手続は、原則として群馬県公立大学法人会計規則その他群馬県公立

大学法人の定める関係規程に準じて処理するものとする。 
 
（支出の範囲） 
第５条 公的研究費から支出できる経費は、特定の研究遂行に必要な経費とする。 
２ 研究者は、前項の経費を支出する場合、当該経費が特定の研究遂行に必要な経費である

ことについて、あらかじめ事務局長に協議するものとする。 
 
（執行の期間） 
第６条 公的研究費の執行の期限は、資金配分機関の定めによるものとする。 
 
（物品費支払手続） 
第７条 研究者は、物品等購入に係る経費を支出しようとするときは、購入依頼書を作成し、

事務局長まで提出するものとする。 



２ 事務局長は、研究者から購入依頼書が提出されたときは、内容を確認し、適正と認めた

ときは、購入すべき物品等の性質から適当と認められる業者等へ発注するものとする。 
３ 事務局長は、本学に納入される全ての物品等の検収を実施後、請求書に基づき、経費の

支払手続を行うものとする。 
 
（旅費支払手続） 
第８条 研究者は、当該研究に係る国内出張の旅費の支出をしようとするときは、事前に旅

行依頼書を作成し、事務局長まで提出するものとする。 
２ 研究者は、当該研究に係る海外出張の旅費の支出をしようとするときは、群馬県公立大

学法人旅費規程等に準じて処理するものとする。 
３ 研究者は、当該出張を行った後は、報告書を作成するとともに、出張概要を確認できる

書類等を添付し、事務局長まで提出するものとする。 
４ 事務局長は、研究者から報告書及び関係書類等が提出されたときは、内容を確認し、当

該出張の事実が認められるときは、旅費の支払手続を行うものとする。なお、旅費の支払

は原則として精算払いとするが、海外出張の場合に限り、研究者の意向により概算払いと

することができる。 
 
（人件費・謝金支払手続） 
第９条 研究者は、当該研究に係る作業従事者等に対し人件費又は謝金の支出をしようと

するときは、群馬県公立大学法人会計規則その他群馬県公立大学法人の定める関係規程

に準じて処理するものとする。 
 
（その他支払手続） 
第１０条 研究者は、第７条から第９条に規定する経費以外の経費の支出をしようとする

ときは、経費依頼書を作成するとともに、経費の支出の妥当性を確認できる書類等を添付

し、事務局長まで提出するものとする。 
２ 事務局長は、研究者から経費依頼書等が提出されたときは、内容を確認し、適正と認め

たときは、経費の支払手続を行うものとする。 
 
（支払方法） 
第１１条 経費の支払は、原則として債権者に直接口座振替するものとする。ただし、事務

局長が必要と認める場合には、現金による支払ができるものとする。 
２ 請求書等による振込口座の確認ができない場合において、研究者は、債権者となるべき

者に対し、事前に口座振替申込書（様式５）を事務局長まで提出させるものとする。 
 
（支払の特例） 
第１２条 研究計画時には予想し得なかった要因による、時間的な制限、空間的な困難性、

支払方法に関する諸条件その他やむを得ない事由に基づき、事務局長が必要と認める場



合には、研究者による立替払ができるものとする。 
２ 前項の規定により立替払を行う際は、あらかじめ経費依頼書等をもって事務局長に協

議するものとする。 
３ 立替払を行った研究者は、領収書及び支払内容がわかる書類等を、速やかに事務局長ま

で提出するものとする。 
 
（設備備品の寄附） 
第１３条 研究者は、公的研究費により群馬県公立大学法人固定資産管理規程に定める固

定資産及び管理物品に該当する物品を購入した場合、寄附申込書（様式６）を作成し、事

務局長まで提出するものとする。ただし、単価１０万円以上であっても、物品の性質上消

耗品と認められる場合はこの限りではない。 
２ 学長は、研究者から寄附申込書が提出されたときは、内容を確認し、適正と認めたとき

は、寄附受納書（様式７）を交付するものとする。 
 
（委任） 
第１４条 この要領に定めるもののほか、公的研究費の執行に関し必要な事項は、事務局長

が別に定める。 
 
附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 



（様式１）

氏    名 生年月日

住    所

種　　別

雇用期間

勤務内容

勤務場所

勤務時間

賃　 金 交 通 費

賃金支払日 賃金締切日

甲

乙

               　　 

平成　　年　　月　　日

群馬県立県民健康科学大学  

学長　　　　　　　　　　　　　　　　印

住所　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

支給しない

賃金締切日から３０日以内 毎月末日

その他
特約事項

(1)乙は、公的研究費による被雇用者としての自覚を持ち、甲に対して勤務実績の適正
な報告を行わなければならない。
(2)乙は業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。雇用期間終了後も、また、同様とす
る。

平成    　年　  月　  日から　平成    年　  月    日まで

                           　　　　　   （住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  時　　分～　　時　　分

休憩時間

  時　　分～　　時　　分

※甲は、乙の勤務時間が６時間～８時間の場合は最低４５分間、８時間を超える場合は
最低１時間の休憩を与えます。

一般（学外者）・学　生　　　所属（　　　　　　　　　　　　　　　　）

雇用契約通知書
（公的研究費）

　群馬県立県民健康科学大学学長 　　　　　　　　　　　　　　　（以下「甲」という。）と

  （以下「乙」という。）とは、下記のとおり契約する。

昭和・平成　　年　　月　　日

記



（様式２）

作業従事者名

区分
日

業務の内容 勤務時間
作業従
事者印

区分
日

業務の内容 勤務時間
作業従
事者印

１日 １７日

２日 １８日

３日 １９日

４日 ２０日

５日 ２１日

６日 ２２日

７日 ２３日

８日 ２４日

９日 ２５日

１０日 ２６日

１１日 ２７日

１２日 ２８日

１３日 ２９日

１４日 ３０日

１５日 ３１日

１６日 合計

作業従事者 日額 円

住所 日数 日

氏名 印 合計 円

上記のとおり相違ないことを確認します。

印

（作成上の注意）
１　この出勤表は、研究室等に一定期間出勤し「資料整理」等を行わせた場合に作業従事者ごとに作成すること。
２　業務の内容は、例えば「○○○データの整理」、「○○○実験の補助」のように記入すること。

出　　勤　　表

研究代表者名
又は研究分担者名

平成　　年　　月分



（様式３）

報酬・賃金・報償費支出明細書 月分 点検者職 　　　学部

　　　　氏名 印

1 2 3 4 5 6 7 8 住所

9 10 11 12 13 14 15 16 氏名

17 18 19 20 21 22 23 24 月額・日額

25 26 27 28 29 30 31 甲（扶養　 人）

乙

出 勤 日 数 日 丙

出勤時間数 時間

欠勤時間数 時間 支払金額（円）

0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 住所

9 10 11 12 13 14 15 16 氏名

17 18 19 20 21 22 23 24 月額・日額

25 26 27 28 29 30 31 甲（扶養　 人）

乙

出 勤 日 数 日 丙

出勤時間数 時間

欠勤時間数 時間 支払金額（円）

0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 住所

9 10 11 12 13 14 15 16 氏名

17 18 19 20 21 22 23 24 月額・日額

25 26 27 28 29 30 31 甲（扶養　 人）

乙

出 勤 日 数 日 丙

出勤時間数 時間

欠勤時間数 時間 支払金額（円）

0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 住所

9 10 11 12 13 14 15 16 氏名

17 18 19 20 21 22 23 24 月額・日額

25 26 27 28 29 30 31 甲（扶養　 人）

乙

出 勤 日 数 日 丙

出勤時間数 時間

欠勤時間数 時間 支払金額（円）

0 0

上記のとおり勤務したことを証明する。

所属長 群馬県立県民健康科学大学

平成 年 月 日 職・氏名 学長 印

（研究費区分：　　　　　　　　　　　） （　　月　　日～　　月　　日）

出勤状況
所得税

県市町村民税

日数・時間 単価 支出額（円） 健康保険料

0 厚生年金保険料

0 雇用保険料

0 介護保険料

支出金額計 0 控除金額計

出勤状況
所得税

県市町村民税

日数・時間 単価 支出額（円） 健康保険料

0 厚生年金保険料

0 雇用保険料

0 介護保険料

支出金額計 控除金額計

出勤状況
所得税

県市町村民税

日数・時間 単価 支出額（円） 健康保険料

0 厚生年金保険料

0 雇用保険料

0 介護保険料

支出金額計 控除金額計

出勤状況
所得税

県市町村民税

介護保険料

日数・時間 単価 支出額（円） 健康保険料

0 厚生年金保険料

支出金額計 控除金額計

0 雇用保険料

0



（様式４）

　　所得税の源泉徴収にかかる「源泉徴収票」、「支払調書」、「給与支払報告書」作成のため、
 以下のとおりマイナンバー（個人番号）を取得・確認しました。

使用目的（相手方に明示する）

番号確認

　　　　　　年　　　　月　　　　日

所得税に係る法定調書等作成業務

□

□

□

②身元
　確認

①番号
　確認

□ □

運転免許証等
（写真表示のある書類。一つで可）（※２）

個人番号カードの提示（※１）

確　　認　　書　　類　　等

依頼した業務内容

生年月日

□

マイナンバー取得・確認書
（報酬・報償費等の支払いを受ける者用）

住所

マイナンバー（１２桁）

通知カード等の提示で確認する場合（番号の確認と本人の確認）

通知カード

氏名

ふりがな
マイナンバー
取得対象者

本人確認
（番号及び身
元確認の方
法）

（確認した書
類等にチェッ
クを入れてく
ださい）

※１　個人番号カードを提示いただき番号確認、身元確認を行うことです。

※２　身元確認書類として写真表示のある書類（運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書）を提示いただき身元確認を行うこ
とです。

※３　身元確認書類として写真表示のない書類（二つ以上）（公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児
童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等）を提示いただき身元確認を行うことです。

※４　「過去に本人であることの確認を行っている」とは、単に知っているということだけではなく、以
前に番号法に定めるものと同程度の確認書類による確認を行っているということであるので、安易に書類
による本人確認を省略することがないよう注意してください。

　所属名　  　　　　　　　保管番号　  　　　

　確認年月日　平成　　　年　　月　　日　  　

  確認者職・氏名　　 　　　　　　　　     　

身元確認

過去に本人であることの確認を行っており、対
面することで本人であることがあきらかである
（※４）

公的医療保険の被保険者証等
（写真表示のない書類。二つ以上）（※３）



（様式５）

平成　　年　　月　　日

　群馬県立県民健康科学大学長　様

住所

氏名 印

電話番号

振替金融機関名 本（支）店名

預貯金の種別

口座番号

（フリガナ）

預貯金名義

   （注１）記載事項に誤りがあると口座振替ができなくなりますのでご注意ください。

   （注２）指定口座は、受取人本人名義の口座としてください。

　　普通　・　当座

口座振替申込書（公的研究費用）

下記のとおり口座振替を申し込みます。

記

〒



（様式６）

　群馬県立県民健康科学大学長　様

寄附申込者

住所 群馬県前橋市上沖町323-1

氏名 群馬県立県民健康科学大学

数量 評価額

寄附申込書（公的研究費）

　　次の物品を寄附したいので申し込みます。

平成　　年　　月　　日

学部・職・氏名　　　　　印

品名 品質・規格



（様式７）

寄附申込者
住所 群馬県前橋市上沖町323-1
氏名 群馬県立県民健康科学大学

群馬県立県民健康科学大学

学長

数量 評価額

寄附受納書（公的研究費）

　　次の寄附物品を受納しました。

品名 品質・規格

平成　　年　　月　　日

学部・職・氏名



（様式８） 

 

誓約書（確認書） 

 

 

 

群馬県立県民健康科学大学長 様 

 

 

私は、群馬県立県民健康科学大学の公的研究費の運営及び管理に関わる構成員として、

下記事項を誓約いたします。 

 

記 

 
１．公的研究費の運営及び管理に当たり、法令、関係規則及び本学諸規程等を遵守する。 

 

２．公的研究費は、主に国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、研究計画に

基づき公正かつ効率的に使用するとともに、研究において不正行為を行わない。 

 

３．規則等に反して不正を行った場合は、本学及び公的研究費の配分機関による処分の対

象となり、法的な責任を負う。 

 

以上 
 
 
 
 

誓 約 日 ： 年    月    日 

所 属 ：  

氏 名 (自 署 ) ：  



（様式９） 

誓約書 

 

 

群馬県立県民健康科学大学長 様 

 

 

当社は、群馬県立県民健康科学大学の公的研究費を財源とする取引において、下記事項

を誓約いたします。 

 

記 

 
１．関係法令や規則及び貴学の諸規定等を遵守し、適正な取引を行います。 

 

２．貴学が実施する内部監査・その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に

協力します。 

 

３．規則等に反する不正を行った場合は、貴学が定める基準により取引停止を含むいかな

る処分を講じられても異議はありません。 

 

４．貴学研究者からの不正な発注・依頼等があった場合は断じて応じず、定められた方法

により貴学の窓口に通報します。 

 

以上 
 
 
 
 
 
 誓 約 日 ： 年    月    日 

会 社 名 ：  

代 表 者 ：                 印 


